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年　　月　　日
（買受人、滞納者、利害関係人、その他）様
福島県双葉郡富岡町長　　　　　　　　
下記のとおり換価財産の売却決定を取り消します。なお、この処分について不服がある場合は、この通知書を受けとった日から３か月以内に町長あてに審査請求をすることができます。
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	売却決定の取消をする理由
	国税徴収法第　　　　条　　　　　該当
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